
第10回”YAMAGATA”

挙式を２０２５年１２月３１日まで可能な方

結婚式場での夢婚プレゼントは対象にはなりません
（専門式場・ホテル・教会・神社）

挙式の日時・内容等は、当選されたお二人と当協議会で打合せをさせていただき、決めさせていただきます。


